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年間５日以上の 

有給休暇取得義務化 

～有給休暇管理簿は作成しましたか？～ 

 

 

◆有給休暇を年間５日以上取得させる義務 

 「働き方改革」の一環として、労働基準法が

改正され、2019 年 4 月以降、年次有給休暇が

年間 10 日以上付与される労働者に対して、

年間 5 日以上取得させることが企業に義務付

けられました。 

 注意すべき点は、①企業の規模にかかわら

ず全企業が対象、②管理監督者も含まれる、

③週の所定労働日数が少ないパートタイム労

働者も勤続年数によっては対象となる、④違

反に罰則が適用される、などです。 

 

◆有給休暇の積極的な取得に向けて 

 有給休暇は、労働者が時季（時期ではな

い）を指定して、使用者が時季変更権を行使

しない限り、取得が認められます。 

 本来、労働者の時季指定が出発点ですが、

年間５日以上取得させるよう使用者に義務付

けられましたので、使用者から労働者に積極

的な取得を促すことが求められます。 

 具体的には、取得希望日の事前聴取や、取

得奨励日の設定、労使協定による計画的付

与などが考えられます。 

 ただし、これまで特別休日としていた日を有

給休暇取得日に変更した場合、休日数減少

で不利益変更として認められないこともありえ

ますので、注意が必要です。 

 

◆早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」 

 2019 年 4 月以降に付与された年次有給休

暇が対象ですので、早い人は 2020 年 3 月末

で施行後１年を経過することになります。労働基準法

では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せら

れていますが、労働者に取得する義務はありません。

従って、労働者が取得を拒んだとしても、事業主には

取得を促す努力が必要となります。 

 2020 年 4 月以降の労働基準監督署の対応が注目

されますが、「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業

に義務付けられており、臨検等では取得状況もチェッ

クされます。 

 勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能

がついているものもありますが、厚生労働省 HP から

エクセルファイルのダウンロードが可能ですので、参

考にされてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


